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岐阜県隊友会各務原支部 

 

陰暦五月の異名 皐月(さつき) May 誕生石は EMERALD(エメラルド) 
引き続き飛沫・接触感染対策、予防接種(インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹 etc.)こまめな

手洗い、人混みマスク着用に気を付けて明るく元気にお過ごしください。 

県隊友会及び支部活動等につきまして活動結果及び予定概要の情報を発信してまいります。

気になる行事に積極的に参加戴ければ幸甚(こうじん)です。支部役員にご一報下さい。 

「県隊友会サイト」で情報発信してますので愛読を宜しく願います。 

ぴんなっぷ編集室 

主な活動結果 

●県行事 

R08.03.28sat 東海 3 県隊友会合同観桜会(愛知・徳川園) 

天候に恵まれ徳川美術館と満開の桜徳川園散策、和合、野々村、馬場

が参加しました。 

●支部行事 

R08.04.25sat 支部総会(鵜沼福祉センター集会室 09:00～12:00) 

「総会」と「外部講師による講座」を実施しました。 

FyR7 決算、FyR8 予算及び役員の審議内容は承諾されました。 

R08.05.11mon 岐阜基地慰霊碑清掃奉仕 

後藤会長、和合、松阪、長谷川、横山敏、金子会員が参加しました。 

●部隊行事等 

R08.05.15fri 岐阜基地追悼行事 

快晴のもと弔銃せい射、航空機 4 機の MISSINGMAN_FORMATION

で殉職者を弔いました。会長、和合が参列しました。 

 

主な活動予定 

●県行事 

R08.06.6sat 第 1 回防衛講演会(不二羽島文化ｾﾝﾀｰ) 

R08.07.5sun 県通常総会(長良川スポーツプラザ(岐阜市長良福光 2070-7)) 

第 2 回防衛講演会 

●支部行事 

●部隊等行事 

講座開講のご案内 

会員各位へのお知らせ 

１ 令和８年度 隊友会年会費(3 千円)及び寄付金(任意額)の納付   
(1) 会費及び寄付金は、隊友会の各事業活動に必要不可欠な大切な財源となっておりますの

で会員の方々の会費及び寄付金(任意)の納入にご協力方宜しくお願いいたします。 
R0805 期の定時・通常総会案内時に「払込取扱票(手数料依頼者負担)」を同封します。 

(2) 県隊友会に寄付(任意)された方は、「所得控除制度」又は「税額控除制度 QR ｺｰﾄﾞ」の
適用がうけられます。 

確定申告又は市民・県民税申告時に活用ください。 
詳細は、隊友会ＨＰ⇒お知らせ⇒本部だより⇒その他⇒ 

「税額控除制度適用のご案内」をご覧ください。 

１ 

各務原ぴんなっぷ 
令和８年０５月号 

2025R7.9.1 から 
「岐阜県隊友会サイト」を開設しました。 



根拠文書：税額控除に係る証明書 

「府益担第 931 号(令和 3 年 9 月 7 日)」 
(3) 新聞「隊友」紙形態配送要否は「払込取扱票(手数料依頼者負担)」に必要事項を記入

の上申し込み下さい。要の場合：拠出金 500 円/年_納付 

２ eMail_Address のお願い 

2024 令和 6 年 4 月以降に申し出(Mail_Address)のありました会員の方々には不定期では

ありますが支部活動状況及び為になるであろう情報等を配信しております 

改めて eMail 配信に賛同されます会員は次の eMail_Address(和合)あて「氏名」を添えて

送信方願います。 

hide.minorc42.1999@gmail.com 

Google account(gmail address)を保有の方は Gmail add.(推奨)を知らせ下さい。 

 

新入会員等紹介(敬称略) 

会員の訃報(敬称略)  

叙位・叙勲 
第 46 回危険業務従事者叙勲受章 
令和 8 年 4 月 29 日付 

金澤和重 瑞宝単光章 
木下 勲 瑞宝単光章 

栄えある受章 おめでとうございました。 

支部会員訃報の速やかな一報を・・・・ 

日本の栄典制度(勲章、褒章、位階)においては、国家又は公共に対して功労のあった者が生

前叙勲の誉れに至らず逝去された場合には、その生前最後の日(ご逝去日)にさかのぼって叙
位・叙勲が行われ同時に位階が授与されることとされております。支部会員各位は、会員の訃

報等を承知された時は、遅滞なく支部役員にご一報をお願いいたします。関係部隊への通報
は、ご逝去日を含め５日以内とされております。また、叙位・叙勲の受章につきましては、一

定の要件により授与されます。 

 

 

 

1 令和 8 年度_遠洋練習航海へ出航します。 

海上幕僚監部(R8.5.7)Press_Release がありました。 
要旨は「初級幹部に対し外洋航海を通じて知識技能を修得させ慣海性及び 

諸外国との親善訓練等を通じ国際感覚をかん養する。 

訪問国との友好親善の増進及び「自由で開かれたインド太平洋」の実現に

寄与する。」です。 

詳しく知りたいかたはこちらを Ctrl+左 click して一読ください。 

20260507-2.pdf 

国際信号旗「UW」: 

ご安航を祈る 

I wish you a pleasant voyage. 

 

これは最も一般的な翻訳で直訳すると「楽しい航海を願っています」という

意味で、船の安全な航海を祈る際によく使われます。 

訓練は決して楽しいものではありません。 

「艱難辛苦を乗り越えたものが玉になる」のかな、誰一人として Dropout 脱
落者とならず元気に笑顔で帰国することを願うばかりです。 

 

 

会員のひろば 

２ 

FyR8 遠航 
MSOPress 

mailto:hide.minorc42.1999@gmail.com
https://www.mod.go.jp/msdf/release/202605/20260507-2.pdf


 

2 自転車(軽車両)を運転する方必読 

2026 年 4 月 1 日から、自転車の交通違反に対して「青切符（交通反則通告制度）」が導

入され、16 歳以上を対象に 113 項目もの違反行為に反則金が科されます。 

以下は、特に検挙が多い、または注意すべき自転車の違反行為ワースト 10（青切符対象

の主な行為）です。 

自転車の違反ワースト 10（2026 年 4 月〜） 

1_信号無視（赤信号・点滅信号） 

2_右側通行（逆走）（車道の右側通行） 

3_一時不停止（指定場所一時不停止、標識無視） 

4_ながらスマホ（携帯電話使用等） 

5_イヤホン・ヘッドホン使用（大音量で周囲の音が聞こえない状態） 

6_傘差し運転（安全運転義務違反） 

7_歩道上の危険走行（歩行者妨害、徐行しない） 

8_無灯火（夜間点灯義務違反） 

9_酒酔い・酒気帯び運転（飲酒運転） 

10_通行禁止違反（自転車の通行が禁止されている道路での走行） 

自転車の歩道通行ルール 

自転車は車道通行が原則ですが歩道を通行できます。 

①道路標識・標示「普通自転車報道通行可」 

②13 歳未満、70 歳以上の方 

③自転車通行の安全確保(多交通量、狭車道幅、事故危険) 

④歩道の中央から車道寄りの部分(相互左側通行)を徐行 

⑤互歩行者の通行を妨げる場合は一時停止 

 

３ 「岐阜県隊友会サイト」 

(1) 2025R7.9.1 「岐阜県隊友会サイト」を開設しました。 

(2) 構成として隊友「ぎふ」、「行事」、「連絡」、「支部だより」です。 

(3) 支部だよりへの会員の皆さんの投稿(支部長経由)を宜しくお願いいたします。 

(4) 公開内容は各支部長あて適時 eMail にて配信し、所属会員あて転送を依頼しています。 

(5) 閲覧取扱説明書を作成しましたので和合あて請求してください。 

送付します。 

 

 

「会員のひろば」への投稿ありがとうございました！！！！ 

 

 

 

 

 

 

 

原稿募集中 各務原ぴんなっぷ編集室では、「会員のひろば」に掲載する原稿を募集しておりま

す。「歴史探訪」「園芸百話」「人生雑感」「旅放浪記」「趣味の楽園」etc. 

ご投稿原稿は、300 字以上 500 字以内で題名、氏名(掲載時は、匿名、Penname ペンネーム、Initial

イニシャル可)を明記して支部役員又は和合あて eMail 送信(お知らせ 2 項参照)ください。 

次回の「各務原ぴんなっぷ」は、令和 8 年 7 月上旬発行予定です。 

投稿原稿は、7 月 5 日までに送付・送信をお願い致します。 

 

３ 

自転車 rulebook 

自転車交通 rule 


